
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  社員に対する貸付金の利子                 

Ｑ：社員に対する貸付金の利子の取扱いが

変わったそうですが、どのようになったので

すか？ 

                                              

Ａ：平成26年中に貸付けた社員貸付金の金

利は、年1.9%となります。 

【解説】 

会社が役員又は使用人に貸付けた社員貸付

金の利子相当額は、次のように評価すること

となっていました。 

 ①他から借り入れて貸し付けたものであるこ

とが明らかである場合は、その借入利率に

より評価する。 

 ②会社の自己資金を貸し付けたものである場

合は、その貸付けをした日の属する年の前

年11月30日を経過する日の日本銀行法に定

める商業手形の基準割引率の年４％の利率

を加算した利率 

このうち②の取扱いが、次のように改正にな

りました。 

 ③各年の前々年の10月から前年の９月までの

間の各月における銀行の新規の短期貸出約

定平均金利の合計を12で除して得た割合と

して前年の12月15日までに財務大臣が告示

する割合(特例基準割合)に、年１％の割合

を加算した割合により評価する。 

具体的には、平成26年中に貸し付けた社員貸

付金の金利は、財務大臣が告示した割合0.9%

に１％を加算した1.9%を適用することとなり

ます。利率は、その貸し付けた年度のものを

ずっと適用していきます。 
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